
【1988 年 1 月 29 日】労働災害防止計画（案）について（答申）「心身ともに健康で安全

な勤労者生活をめざして」 
中央労働基準審議会 

 
昭和 63 年 1 月 29 日 

 
労働大臣 中村 太郎 殿 

 
中央労働基準審議会 

  会長 白井泰四郎 

 
労働災害防止計画（案）について（答申） 

 
 昭和 62 年 10 月 28 日付け労働省発基第 86 号をもって諮問のあった標記のことについて

は、別添労働災害防止計画（案）によることが適当であるとの結論に達したので答申する。 

 
 

労働災害防止計画（案） 

 
「心身ともに健康で安全な勤労者生活をめざして」 

労働省労働基準局 安全衛生部 

 
 
1 計画のねらい 
  長寿社会を迎え、生涯を通じて健康でゆとりのある人生を送れることはすべての人々の

願いである。この実現のためには、職場生活をより安全で健康な状態にしておくことがそ

の基本であり、このことは、事業活動の活性化にもつながるものである。事業者をはじめ

関係者はこのような認識に立ち、新たな決意を持って、労働災害の絶滅のみならず、更に

進んでより快適で健康的な職場環境の形成に向けて最大限の努力をする必要がある。 
  国は、昭和 33 年以来 6 次にわたる労働災害防止計画を策定し、過去 30 年間にわたり

計画的に労働災害防止のための各種施策を推進してきた。特に、昭和 47 年の労働安全衛

生法の制定以降の 15 年間にあっては、安全で快適な職場環境の形成をめざして関係者が

たゆまざる努力をしてきた。その成果として、労働災害は大幅に減少した。 
  しかし、労働災害の発生件数は、今なお労災保険新規受給者数で年間約 81 万人に達し

ており、約 2,300 人の尊い人命が失われている。しかも、最近、労働災害の減少傾向が

鈍化し、一時に多数の死傷者を伴う重大災害も多発しているほか、労働災害 1 件当たり



の労働損失日数及び重度の障害を残す災害はむしろ増加の兆しをみせており、労働災害発

生率の事業場の規模別の格差も広がっている。また、職業性疾病も減少傾向にあるものの、

じん肺、振動障害、化学物質による職業がん等の重度な健康障害は依然として跡を絶たな

い状況にある。 
  さらに、近年、労働力人口の高齢化、技術革新の進展、サービス経済化の進行、就業構

造の転換等社会経済の変化は、雇用・就業形態、作業態様等に急速な変化をもたらしてお

り、職場における安全衛生面にも影響を及ぼしている。 
  この計画は、このような状況を踏まえ、労働災害の大幅な減少を図るため、 
 （1）職場における潜在的な危険有害性の予測とその結果に基づく安全衛生対策の徹底

を図ること 
 （2）労働者の心身両面にわたる積極的な健康の保持増進対策を実施することにより、

労働者の職場適応能力の向上を図ること 
  （3）機械設備等のフェールセーフ化等ハード面の対策に加え、危険予知活動等の安全

衛生活動、安全衛生教育の充実等ソフト面の対策の充実を図ること 
 （4）関係行政機関、労働災害防止団体、関係事業者団体等との幅広い連携を図ること

により事業者の自主的な安全衛生活動を支援し、労働災害防止活動が国民的運動とし

て定着するよう促進すること等を主なねらいとし、今日まで引き続いている問題と今

後迎える新しい局面に伴う課題に関し、労働災害防止対乗の方向を明らかにするもの

である。 

 
2 計画の期間 

この計画の期間は、昭和 63 年度を初年度とし、昭和 67 年度を目標年度とする 5 箇年

間とする。ただし、この計画期間中に特別の事情が生じた場合は、必要に応じて計画の

見直しを行うものとする。 

 
3 計画の目標 
   労働災害の絶滅に向けての努力により、死亡災害、重大災害及び重篤な職業性疾病の大

幅な減少を期するとともに、労働災害の総件数のおおむね 30％の減少を図り、労働者の

安全と健康を確保すること。 
  この目標達成のため、次の対策に特に重点を置くこととする。 
  （1）安全衛生に係る事前評価体制の確立 
  （2）心身両面にわたる積極的な健康の保持増進対策の推進 
  （3）適正な作業環境管理の推進 
  （4）機械設備の安全化の促進 
  （5）中小規模事業場における安全衛生活動の促進 

 



4 労働災害防止のための課題 
  （1）減少傾向が鈍化している労働災害 
       昭和 61 年における労働災害の発生件数は、昭和 47 年の労働安全衛生法制定当時

と比べ、労災保険新規受給者数で約 55％、死亡者数で約 60％と大幅な減少となって

いるものの、近年、労働災害の減少傾向は鈍化している。また、中小規模事業場にお

ける労働災害の全体に占める割合は高まっており、労働災害発生率も大規模事業場と

の格差が拡大する傾向にある。さらに、建設業等屋外型産業の労働災害は、発生件数、

発生率とも依然として高い状況にある。 
イ 労働災害の発生率の高い中小規模事業場 

     一般に中小規模事業場では、安全衛生管理を進めるための技術的基盤や経営基盤が

弱く、安全衛生を担当する人材が不足していること、経営者自身の安全衛生に対する

意識が必ずしも十分でないこと等から、安全衛生管理体制の整備、機械設備面の安全

衛生対策の実施、健康診断、作業環境測定及び安全衛生教育の実施、各種の安全衛生

に関する情報の収集等が不十分な状況にある。 
このようなことから、中小規模事業場に係る労働災害は、労働者数 100 人未満の

規模の事業場で全体の約 80％を占めており、労働者数が 30 人～49 人の小規模事業

場の労働災害の発生率は、100 人以上の規模の事業場の約 3 倍の高率となっている。 
ロ 労働災害の発生率の高い建設業等屋外型産業 

作業を屋外で行うことの多い建設業、陸上貨物運送事業、港湾業物運送事業、林業

等の屋外型産業では、高所作業等危険箇所での作業が多く存在すること、作業条件が

時期、場所によって変化すること、異なる事業者に所属する労働者が混在する作業が

多く作業間の連絡調整が必ずしも十分に行われていないこと、一人作業が多く管理者

の直接指揮が及ばない場所での作業が多いこと等他産業に比べて、労働者の安全衛生

を確保するため配慮しなければならない課題が多い。 
また、これら屋外型産業における労働災害は、全産業の平均の 2 倍以上の高率で

発生している。 
建設業の労働災害は減少傾向にあるが、いまだ、死亡災害で全体の約 40％、休業

4 日以上の死傷災害で全体の約 30％を占めている。特に、木造家屋建築工事の労働

災害は、建設業の労働災害の約 35％を占めており、かつ、全体に占める割合は増加

している。また、大規模建設工事においても、型わく支保工、足場等の倒壊災害、土

砂崩壊災害、墜落災害等による死亡災害、重大災害が多く発生している。 
陸上貨物運送事業では人力荷役作業中の災害、荷役機械運転中の災害、交通事故に

よる災害が、港湾貨物運送事業では人力荷役作業中の災害、荷役機械運転中の災害が、

林業では伐木作業中の災害、機械集運材作業中の災害、造林作業中の災害が、採石業

では採石作業中の飛来、落下災害がそれぞれ多く発生している。 
   ハ 全体に占める割合が多い機械設備による労働災害 



作業の省力化のための機械化が一層進んでいることのほか、機械設備の不適切な使

用、不十分な保守管理等により、一般動力機械、木材加工用機械、動力クレーン、建

設用機械等の機械による労働災害が全体に占める割合は約 30％であり、これらの労

働災害の全体に占める割合は増加の傾向にある。また、最近、動力クレーン等による

死亡災害が増加の傾向にあるほか、フォークリフトや車両系建設機械による死傷災害

が多発している。 
（2）第 3 次産業の労働災害の全体に占める割合の増加 

第 3 次産業においては、一般に経営者自身の安全衛生に対する意識が必ずしも十

分でないこと等から安全衛生管理が定着していない状況にあるほか、パートタイム労

働、派遣労働等新たな雇用・就業形態の複雑多様化に対応した安全衛生対乗の充実が

求められている。 
また、近年のサービス経済化の進展等により第 3 次産業の労働者数が増加してい

ること、各種加工、荷の取扱い運搬作業において機械設備が導入されていること等か

ら、清掃業、ビルメンテナンス業では一般動力機械、動力運搬機械等による災害が多

く発生しており、また、卸売・小完業では一般動力機械、各種の用具による災害が増

加していることのほか、転倒等による災害が多く発生している。 
第 3 次産業の労働災害全体に占める割合は 30％を超え、その割合は増加の傾向に

あり、かつ、労働災害の発生率の減少の傾向は他の業種に比べて低い状況にある。 
（3）高年齢労働者の労働災害の全体に占める割合の増加 

高年齢労働者の全労働者に占める割合が増加していること、高年齢労働者に配慮し

た安全衛生管理が不十分であること等から、50 歳以上の年齢層の被災労働者の労働

災害の全体に占める割合は 35％を超え、その割合は増加の傾向にある。また、労働

災害発生時の被災労働者の平均年齢も毎年高くなっており、特に、建設業、林業等で

はその傾向が著しい。 
50 歳代の年齢層における労働災害発生率は、20 歳代の約 2 倍となっており、年齢

が高くなるにつれて被災労働者の平均休業日数は長くなっている。 
（4） 新技術に係る労働災害発生の潜在的危険性の増大 

新技術の開発やその急速な職場への導入により、生産現場や事務所の作業形態は大

きく変化している。 
新技術を導入し危険有害業務を自動化することは、労働災害防止対黄上有効な手段

であるが、電磁ノイズを原因とする産業用ロボット等の不意の作動等による死亡災害

等の新たな型の労働災害も発生している。また、半導体製造工程に見られるように、

新技術の開発に伴い、少量、かつ、限定的に使用されていた特殊な化学物質が、その

危険有害性が未解明のまま職場に導入され、十分な安全衛生対策が講じられることな

く多量に使用されている場合もあり、これらに伴う爆発、火災や新しい職業性疾病の

発生が危惧されている。 



さらに、情報処理機器等の導入、情報のネットワーク化の進行等による VDT 作業

に伴う健康影響の広がり、人と ME 機器との関わりが深くなること等によるいわゆる

テクノストレスの発生も懸念されている。 
 新技術は開発のテンポが早く、いったん開発されると急速に普及し、かつ、広範囲

の作業に応用されることから、その安全衛生対乗は迅速な対応が望まれている。 
（5）多様化する職業性疾病 

   イ 依然として多い職業性疾病 
     職業性疾病の発生状況は、昭和 40 年代後半から昭和 50 年代前半においては

25,000 人から 30,000 人程度で推移し、その後は、全体としては減少の傾向にある

が、最近、その傾向が鈍化している。労災保険新規受給者数でみると、じん肺癌等

や振動障害は減少傾向にあるものの依然として多い状況にあり、特に、振動障害は、

林業から建設業等の業種に拡大している。また、騒音等の物理的因子による疾病も

依然として減少していない。さらに、酸素欠乏症等の被災労働者数は、この数年間

は横ばい状況にある。 
   ロ 減少しない職業がん等の健康障害 
     化学物質の高濃度、短期間ばく露による急性中毒は、依然として多発しており、

低濃度、長期間ばく露による慢性中毒等の発生も危惧されている。さらに、職業が

ん等の労災保険新規受給者数も今なお多く、石綿による健康問題も社会的に注目さ

れている。また、工業的に使用されている化学物質においても有害性の未解明なも

のがあり、有害な化学物質であっても、その有害性について関係者に十分認識され

ていない場合が多い。 
（6）労働者の健康の保持増進 
  イ 高年齢労働者の健康 
    本格的な高齢化社会の到来により、高年齢労働者が増加しているが、このような高

年齢労働者については他の労働者に比べて労働災害の発生率が高く、また、その休業

日数も長期化するものが多くなっている。高年齢労働者は、転倒、墜落、転落等の災

害発生頻度が若年労働者に比べて高く、これらは、加齢による運動機能、感覚機能等

の低下が大きく影響しているものと考えられる。 
      さらに、有害業務に係る健康診断の結果を見ると、その有所見率は減少傾向にあり、

職業性疾病予防対策については一定の効果を上げているが、定期健康診断の結果によ

れば高齢化の進展等により高血圧症、心疾患等の有所見率は高くなっている。このよ

うな状況は、高年齢労働者の職務の遂行に支障をもたらすと同時に、職務の遂行によ

りその疾病が増悪するおそれも強い。 
  ロ ストレスの増加と心身の疲労の蓄積 
      技術革新の急速な進展、サービス経済化の進展に伴う労働環境、作業態様の急速な

変化により、職業生活に強いストレスを感じている労働者が多く、日常の仕事で常に



心身の疲労を訴えている労働者は 3 人に 2 人の割合となっており、とりわけ、神経

の疲労を訴えるものが多い。このような心の健康問題が職場不適応として現われてい

るほか、最近の研究によれば、心の健康は身体の健康にも影響を及ぼすことが明らか

にされている。 
  ハ 心身両面の健康の保持増進 

 労働者の健康確保が労働災害の防止、労働者の職場適応能力の維持、向上に不可欠

なものであることから、有害物等に起因する労働者の健康障害の防止にとどまらず、

さらに進んで労働者の心身両面の健康の保持増進を図るための施策を継続的、計画的

に推進することが求められている。 
（7）安全衛生の国際化の進展 
   我が国の企業の海外進出に伴い、海外に派遣される労働者数は増加している。このよ

うな状況の中で、海外での被災事例の発生、派遣先国における気候、風土、文化等の

相違により海外派遣労働者の心身両面にわたる健康上の問題の発生も見られる。また、

海外進出企業の安全衛生水準に着目した開発途上国から、安全衛生分野での人材養成、

安全衛生運動の導入等について協力が求められている。さらに、国内の労働安全衛生

基準についても、国際基準等との整合化を図ることが要請されている。 

 
5 主要な労働災害防止対策の推進 

（1）基本的事項に関する対策の推進 
     イ 安全衛生管理を進めるための計画の策定と体制の整備 
      事業場ごとに安全衛生管理に関する年間計画の作成を促進し、経営首脳者の積極

的な指導のもとに、事業活動と一体となった安全衛生活動の計画的な推進を図る。

この場合、安全委員会、衛生委員会の活動の活性化、生産ライン各級の管理監督者

の安全衛生に関する責任と権限の明確化を推進するとともに、安全衛生管理を担当

する者との連携の強化により、事業場の規模に応じた実効のある安全衛生管理体制

の整備を促進する。 
    ロ 安全衛生に係る事前評価の充実及び生産設備の安全化の促進 
      機械設備の新設、増設、導入等の計画段階において、設計部門、安全衛生管理部

門の連携を促進するとともに、安全衛生に係る有資格者の参画により事前評価の充

実を図り、計画の届出制度の円滑かつ的確な運用を推進する。生産設備、作業工程

等については、安全衛生を確保するため定期的な点検等の実施を促進する。また、

生産設備の安全化を促進するため、機器本体及び制御システムの両面からのフェー

ルセーフ化を図るとともに、爆発、火災、倒壊災害等の重大災害を防止するため、

化学物質の危険性に関する評価手法の開発、セーフティ・アセスメント指針等の作

成、普及を図る。 
    ハ 適正な作業方法の確立 



      産業用ロボット、自動搬送機械設備等の操作時、故障時等における作業方法の変

化に的確に対応した安全作業基準及び有害要因へのばく露の危険の高い作業に関

する衛生作業基準の整備を促進する。また、建設業、陸上貨物運送事業、港湾貨物

運送事業、林業等における作業開始前における仕事の適切な段取りを徹底する。 
    ニ 安全衛生教育の充実 

安全衛生教育体系の整備、事業場内の教育担当者の養成及び生産技術者、免許取

得者、作業主任者、職長等に対する定期的な安全衛生教育の実施を促進するととも

に、当該教育に必要なカリキュラムの作成、視聴覚教材の整備等を図る。また、産

業医については、その職務の遂行に必要な実務能力向上のための研修実施体制の整

備を図る。 
     ホ 安全衛生意識の高揚のための創意工夫 
        安全衛生に係る危険予知活動等の導入、身近な職場の安全衛生改善提案制度の定

着化等を促進するとともに、事業場の幹部等による安全衛生パトロ－ル等の実施、

安全週間、衛生週間、安全衛生大会等の積極的な取組み等により企業レベル、職場

レベルでの労使の安全衛生意識の高揚を図る。 
     ヘ 労働時間等労働条件の適正化 

労働時間等の労働条件のあり方によっては長時間労働による疲労等が労働災害

発生の要因となる場合もあり、また、パートタイム労働等の雇用・就業形態の多様

化に伴う労務管理の不十分さが職場における安全衛生管理体制の不十分さにつな

がっている場合もあるため、労働条件の改善、労務管理の適正化等を促進する。 
特に、労働時間に関しては、改正労働基準法の施行と相まって労働時間短縮を

推進する。 
（2）中小規模事業場における労働災害防止対策の推進 

    イ 中小規模事業場における安全衛生活動の活性化 
    （イ）安全管理者、衛生管理者の選任を要しない小規模事業場において、安全衛生を

推進する者の選任を促進すること等により、中小規模事業場及び店社における

安全衛生管理体制の確立を図る。 
       また、中小規模事業場の経営首脳者に対する安全衛生セミナー等への積極的参

加を促進する。 
    （ロ）中小規模事業場の自主的な労働災害防止活動の活性化を図るため、労働安全コ

ンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生に関する専門家の活動を

促進する。 
    ロ 親企業等を含めた総合的な労働災害防止対兼の推進 

（イ）構内に多数の下請事業場を有している造船業、鉄鋼業、化学工業等においては、

親企業を中心とする労働災害防止協議会の設置を促進するとともに、親企業と下

請企業との緊密な連携による安全衛生パトロールの実施、安全衛生教育の実施、



持込機械等の点検等の総合的な労働災害防止対策を推進する。 
   （ロ）構外に系列下の中小企業を多数有している自動車・同附属品製造業、電気機械

器具製造業、一般機械器具製造業等においては、二次、三次の下請事業場を含め

た労働災害防止協議会及び業種別の安全衛生専門部会等の設置を促進し、災害事

例の情報交換、職場改善の事例研究、共同で行う安全衛生教育の実施等を推進す

る。 
       また、親企業の発注部門との密接な連携による発注条件の適正化を促進する。 

（ハ）同一作業場に異なる事業者に属する労働者が混在する建設業、陸上貨物運送事

業等においては、作業場における連絡調整を徹底することにより、各事業場が一

体となった安全衛生活動を推進する体制の確立を図る。 
ハ 中小規模事業場集団における安全衛生活動の促進 
   工場団地、事業協同組合等の中小規模事業場集団の安全衛生水準の向上を図るた

め、中小企業共同安全衛生改善事業助成制度を積極的に推進する。この場合におい

て、中小規模事業場集団の事務局の体制の整備を促進するとともに、その集団内の

安全衛生に係る指導者の育成、関係事業者等に対する安全衛生教育体制の整備を図

る。 
また、木造家屋建築工事、下水道工事等小規模建設工事現場の安全衛生水準の向

上を図るため、地域の専門工事業団体、発注系列別団体等の安全衛生活動を促進す

る。 
ニ 業種別事業者団体における労働災害防止活動の促進 

業種別事業者団体については、本部組織及び地方組織に安全衛生委員会等の設置

を促進するとともに、各種安全衛生基準の作成、研究発表会の開催、安全衛生大会

の開催、会員間の相互パトロールの実施、災害事例集の作成等の促進を回り、特に、

労災指定団体の行う自主的安全衛生活動の指導、援助に努め、効果的な安全衛生対

策を推進する。 
ホ 地域の労働災害防止活動の促進 

   関係省庁、地方自治体、労働災害防止団体、事業者団体等の参加を求め、これら

を構成員とする労働災害防止連絡協議会の設置を促進し、労働災害防止活動が地域

の活動として定着するように努める。特に、災害事例等各種の安全衛生情報が本協

議会傘下の関係事業者団体等を通じて、より多くの事業場に提供されるようにする。 
（3）建設業等屋外型産業の特徴に応じた労働災害防止対策の推進 

 イ 建設業 
建設工事における死亡災害、重大災害を防止するため、工期、工法等の発注条件の

適正化を図るとともに、作業箇所の事前の調査の励行、安全な作業計画の樹立、安全

な工事用設備の設置、崩壊、倒壊等の防止措置を徹底するほか、工事用設備の組立て

作業、車両系建設機械による作業等に関する安全基準の整備を促進する。 



  また、木造家屋建築工事については、足場の設置による安全な作業床の確保、木材

加工用機械の安全装置の適正な使用及び保守点検等を徹底する。 
 ロ 貨物運送事業 

  貨物運送事業においては、荷役運搬作業における墜落、転落災害の防止対策を徹底

するとともに、貨物端送時の安全の確保に資するため、労働時間管理、健康管理、過

労防止対策等を推進する。 
  ハ 採石業 

採石切羽における崩壊、落石災害、採石用機械設備による災害、発破による災害の

防止を図るため、作業箇所の点検の励行、適正な掘削勾配の確保、機械設備等の点検

整備の励行及び発破作業時の安全確保を徹底する。 
以上のほか、建設業、陸上貨物運送事業、港湾貨物運送事業、林業、鉱業について

は、業種別労働災害防止協会と十分な連携を図りつつ、それぞれの産業の特性に応じ

た基本的事項等の対策を積極的に推進する。 
（4）機械設備に係る労働災害防止対策の推進 
  イ 機械設備の設計段階における安全衛生の確保 

  機械設備の設計段階における安全衛生の確保を図るため、設計、製造時における安

全衛生に係る事前評価を促進するとともに、設計者等に対する安全衛生教育を推進す

る。 
  ロ 流通段階における安全衛生の確保 
    安全衛生上欠陥のある機械設備の流通等を防止するため、当該機械設備の製造者等

による改善等の措置を徹底する。また、機械設備について労働災害防止団体等が自主

的に推奨する安全衛生基準の設定及び当該基準に適合する機械設備の推奨を促進す

る。 
   ハ 機械設備の安全化の促進 
      ボイラー、クレーン、荷役運搬機械、建設機械等に関する安全基準の整備を図ると

ともに、これらの機械設備の点検整備と適正な使用を徹底する。また、機械設備の安

全化のための研究開発を促進する。 
（5）第 3 次産業における労働災害防止対策の推進 
  イ 安全衛生管理活動の促進 
    卸売・小売業、清掃業、ビルメンテナンス業等における安全衛生管理活動の活性化

を図るため、これらの業種の安全衛生管理体制の整備を促進するとともに、就業形態

の多種多様性に対応した労働災害防止のための指針の整備等を回る。 
  ロ 関係事業者団体の自主的労働災害防止活動の促進 
    関係事業者団体ごとに安全衛生部会の設置を促進し、労働災害防止団体と連携を図

りつつ、労働災害防止基準の普及、安全衛生パトロール等の実施を促進するとともに、

労災指定団体の行う自主的安全衛生活動の指導、援助に努める。 



  ハ 雇用・就業形態の複雑多様化に対応した対策の推進 
    第 3 次産業を中心とするパートタイム労働者、派遣労働者の増加等の雇用・就業

形態の複雑多様化に対応するため、雇入れ時の安全衛生教育の徹底、派遣先における

安全衛生管理の適正化を図る。 
（6）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 
     高年齢労働者の心身の機能の変化等に配慮した作業環境、機械設備、作業方法の改

善、安全衛生教育の実施、適正配置等の対発を促進するとともに、労働災害防止のた

めの指針、安全衛生対策事例集等を作成、周知する。 
   また、加齢に伴い低下する心身の機能を維持することにより労働災害を防止するため、

労働者の日頃からの心身両面にわたる健康確保対策を積極的に促進する。 
       さらに、高年齢労働者の安全衛生確保のためのME機器等の研究開発を推進する。 
（7）新技術の安全衛生対策の推進 
   イ 事前評価体制の整備 
     関係行政機関、研究機関、大学等との連携を図ることによりマイクロエレクトロニ

クス、バイオテクノロジー、新素材等の新技術に関する情報収集に努める。また、新

技術の導入に伴って増大する安全衛生上のリスクに的確、迅速に対応するため、新技

術に係る安全衛生上の問題点を事前に事業者が自主的に評価するための手法等の調

査研究を行う。 
     さらに、事業場において新技術に係る機械設備等の導入時において必要な安全衛生

教育の実施を促進する。 
   ロ 安全衛生指針の整備 
     危険有害業務については、産業用ロボット等の導入を促進する。この場合において、

産業用ロボット等による労働災害防止対策の一層の徹底を図る。また、産業用ロボッ

ト、情報処理装置等の既に広範に使用されている個別機器及び半導体等の製造工程等

の新技術に係るものについて、安全衛生に関する指針を作成、周知する。 
     また、通信業、金融保険業、情報サービス業等の第 3 次産業を中心とした OA 化

の著しい普及に伴い増加している VDT 作業者の健康の確保のため、VDT 作業のた

めの労働衛生上の指針の普及を徹底する。 
  ハ 快適な事務所環境の整備 
     OA 化に伴う作業環境の変化、サービス経済化等により多様化している事務作業に

対応して、事務作業者の健康確保のために必要なオフィスに係る衛生基準を作成、整

備するとともに、快適なオフィス環境の形成についての指針を作成、周知する。 
（8）職業がん等の健康障害防止対策の推進 
    化学物質の有害性調査制度の充実を図るとともに、国際基準との整合性に配慮しつ

つ、有害性調査制度の精度管理を徹底する。また、化学物質のうちがんその他重度の

健康障害を生ずるおそれのあるものについては、日本バイオアッセイ研究センターの



機能の充実を図るとともに、計画的に長期吸入試験等を実施し、その結果に基づき必

要な措置を講じる。さらに、調査研究等により新たに得られた知見、作業形態の変化

等に対応した化学物質による健康障害の予防対策について総合的に検討し、適切な化

学物質管理を推進する。また、石綿等のがん原性物質については、代替品の開発、使

用を奨励する。 
（9）職業性疾病予防対策の推進 
  イ 作業環境管理対策の徹底 
     良好な作業環境を確保するため、作業環境の測定、評価から作業環境の改善に至る

一貫した作業環境管理を推進する。このため、適正な作業環境の測定のための精度管

理を実施するとともに、作業環境の評価及びその結果に応じた作業環境の改善措置の

適正化を図る。また、作業環境の評価が適正に行われるよう作業環境測定士等の関係

者に対して評価手法等について周知する。 
  ロ 作業管理指針の作成 
     有害な因子の人体へのばく露の低減を図るため、機械設備、作業方法等の改善、呼

吸用保護具等の使用及び保守管理の適正化を積極的に推進するほか、各種の有害作業

についての作業管理に関する指針を作成、周知する。 
  ハ 特殊健康診断項目の見直し 
     健康診断の実施及びその結果に基づく適正な健康管理の一層の推進を図るため、医

学的知見の進歩に応じて、労働者のばく露状況の評価、生体影響の把捉、健康障害の

早期発見を的確に行うよう、特殊健康診断については診断項目の見直し等その内容の

一層の充実を図る。 
  ニ 有害物対策の総合的推進 
     粉じん障害を防止するため、長期的な観点に立ち総合的な防止対策を推進する。 
     また、有機溶剤中毒予防対策については、特に発散源対策を講じることが困難な有

機溶剤業務を行う場合における換気の励行及び保護具の使用を徹底するほか、鉛中毒

予防対策については、特に低濃度ばく露による慢性中毒の予防のため、局所排気装置

の設置の促進等作業環境の改善を図る。さらに、酸素欠乏症等防止対策として、作業

主任者の選任と職務の励行、酸素欠乏危険場所の周知、酸素欠乏危険作業に従事する

労働者に対する労働衛生教育の実施等を徹底する。  
 ホ 物理的障害対策の徹底 
     振動障害を防止するため、長期的な観点に立ち総合的な防止対策を推進する。新潜

水技術の普及に係る対策等高気圧障害予防対策を充実するほか、電離放射線障害防止

対策の徹底を図る。また、依然として多発している腰痛の防止対策については、腰痛

予防対策指針の充実を図るとともに、騒音障害防止については、騒音の実態把撞、主

要国の規制の動向等を踏まえ総合的な対策の推進を図る。さらに、電磁波等の物理的

要因による健康障害の防止については調査研究を推進する。 



（10）健康の保持増進対策の推進 
  イ 事業場における健康の保持増進対策 
     労働災害を防止し、労働者がその職場適応能力を十分に発揮できるようにするため

には、日頃からの継続的、計画的な心身両面にわたる総合的な健康の保持増進を図る

ことが重要である。 
    このため、快適な作業環境を維持管理し、作業方法を適正化することに加え、労働

者の心身の健康の保持増進を図るため、健康度測定に基づく健康指導、健康相談その

他必要な措置の計画的な実施、これらの措置の実施に必要な人材の選任等を促進する。 
  ロ 産業医の職務の明確化及び活動の活性化 
    産業医については、従来の職業性疾病対策を中心とした活動のみでなく、さらに進

んで労働者の健康の保持増進を積極的に推進するため、事業場における産業医の職務

の一層の明確化とその活動の活性化を促進する。 
  ハ 国の援助等 
     事業者、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、労働者の心身の健康

の保持増進に関する指針の策定、専門家の養成、事業者の委託を受けて健康指導、健

康相談その他必要な措置を実施する機関の認定等を行うとともに、事業者が実施する

労働者の健康の保持増進のための措置に対する指導及び援助に努める。 
     なお、一般健康診断についても診断項目の見直し等その内容の一層の充実を図る。 
（11）安全衛生の国際化への対応 
  イ 海外派遣労働者に係る安全衛生対策の充実 
    海外派遣労働者の派遣前及び帰国後における適切な安全衛生教育及び健康診断の

実施を促進する。 
   ロ 企業の海外進出に伴う安全衛生対策の充実 
      海外進出企業に対する安全衛生に関する指導及び援助を促進するとともに、安全衛

生面での諸外国との技術協力、情報交換等を積極的に行う。また、海外安全衛生交流

を推進するため、海外安全衛生専門家の養成、海外進出企業における現地基幹労働者

の安全衛生研修計画の策定、安全衛生教育教材の開発等を行う。 
   ハ 国際基準等との整合性の確保 
     我が国の労働安全衛生基準については、ILO 条約、OECD 勧告、国際標準化機構

（ISO）等の策定する国際基準等について必要に応じて整合化を図る。 
（12）総合的な労働災害防止対策を推進するための体制の整備 
  イ 行政体制の整備 

（イ）産業構造、作業形態の変化等に対応した労働安全衛生関係法令の整備充実を図る

とともに、最低基準の確保のみならず望ましい安全衛生に関する指針を積極的に策

定する。また、労働災害多発事業場、労働災害発生率の高い業種等に重点を置き、

監督指導、集団指導等の強化を図る。さらに、指定教習機関、検査代行機関等への



指導を強化し、その育成に努める。 
（ロ）中小規模事業場における自主的な職場環境の改善を援助するための融資制度の充

実を図る。また、行政サービスの向上、行政の効率化を図るため、免許集中管理シ

ステムの導入を図る。さらに、監督指導、集団指導等に当たる職員の増員を図ると

ともに、技術の進歩に的確に対応するため、職員の研修を充実することにより、専

門的、技術的な指導を行う。 
 （ハ）労働衛生指導医、労災防止指導員等の活用に努める。 
 （ニ）産業構造、労働態様等の変化に的確に対応した対策樹立に資するため、労働災害

等の統計に係る分析手法の充実を図る。 
  ロ 研究体制の整備 
       安全衛生に関する基礎的研究、労働災害、疾病原因等の科学的な調査研究及び化学

物質の有害性調査を積極的に推進するため、産業安全研究所、産業医学総合研究所及

び産業医科大学における研究体制の整備、民間企業、大学等との研究交流を促進する

とともに、民間における安全衛生に関する研究の振興を図る。 
  ハ 教育体制の整備 
    安全衛生教育機関における研修内容の整備充実を図り、適切な講師を養成すること

により地域及び各事業場において事業者、安全衛生管理担当者及び労働者に対する安

全衛生教育の水準の向上を図る。 
  ニ 労働者の安全衛生活動への参加の促進 
    労働災害防止対策の推進に当たっては、地域における労使の意見を十分尊重すると

ともに、安全委員会、衛生委員会の活動を促進する。また、労働組合の労働災害防止

への取組みの実績をも踏まえ、労働者の積極的参加により、企業レベル、職場レベル

での労働災害防止活動の活性化を図る。 
  ホ 労働災害防止団体等の活動の強化 
    労働災害防止団体が労働災害防止に果たす役割は、ますます大きくなっている。こ

のため、労働災害防止団体の実施する事業に対し一層の指導援助に努めるとともに、

労働災害防止団体の中央及び地方での活動の一層の活性化を促進する。 
   ヘ 専門技術団体の活動の促進 
    安全管理、労働衛生管理の技術が進歩するに従って、各事業場内だけでそれらの技

術を確保することは困難となってきており、地域においてこれらの技術を集積し、必

要に応じて事業者に提供することは極めて重要である。このため、産業医、労働安全

コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働衛生機関その他の安全衛生の専門家

の組織の整備を促進しその積極的な活用を図る。 
  ト 安全衛生情報の提供 
    災害事例、職場改善事例等の安全衛生情報を積極的に収集、提供することにより、

類似の労働災害の防止対策を推進する。なお、安全衛生情報の提供を迅速、的確に行



うためのネットワーク化を検討する。 
（13）業種別重点対策の推進 
    労働災害の発生件数、発生率又は構内外の下請事業場の多い次の業種について、別

紙に掲げる事項を重点として対策を推進する。 
      ◎林業 
      ◎鉱業（採石業及び砂．砂利．玉石採取業を除く） 
      ◎建設業 

 
 
 
 
 
◎林業 
  1．機械集材装置等の点検整備の励行、集材時の安全な作業方法の確立 
 2．伐木、造材、造林作業の安全作業マニュアルの整備 
 3．林内作業車等運搬機械の適正な管理の徹底 
 4．免許取得者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 5．作業現場の安全パトロールの実施の促進 
 6．低振動のチェーンソーの普及、作業管理及び健康管理の徹底 

 
◎鉱業（採石業及び砂、砂利、玉石採取業を除く。） 
  1．坑内作業における呼吸用保護具の使用の徹底 
 2．低振動工具の使用及び妨音保護具の使用の徹底 

 
◎建設業 
 ＜共通事項＞ 
 1．施工方法、工期等の発注条件の適正化の促進 
 2．施工計画段階における工法、使用する機械設備、作業方法についての安全衛生に係

る事前評価の徹底 
 3．工事現場における統括安全衛生管理の徹底 

4．本社、支店等と現場が一体となった安全衛生活動を推進する体制の整備 
 5．専門工事業における安全衛生活動の促進 
 6．移動式クレーン、クレーン、車両系建設機械等の定期自主検査及び点検整備の励行

並びに適正使用の確保 
 7．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び職長、施工技術者、有資格者等に対する

安全衛生教育の徹底 



 8．マイクロバス、トラックによる交通災害の防止 
 9．小規模建設工事を施工する業者の地域別、発注系列別等の安全衛生活動の促進 

 
 ＜土木工事＞ 
 1．事前の地質等の調査及び安全な作業計画の策定の徹底 
 2．明り掘削工事における掘削面の適正な勾配の保持の徹底 
 3．地山の状態に応じた適切な土止め支保工の設置 
 4．足場の設置による安全な作業床の確保 
 5．足場、型わく支保工等の仮設設備の強度及び適正な構造要件の確保 
 6．型わく支保工の組立図及び鉄骨構造物の組立て作業計画に基づく組立ての徹底 
 7．経年仮設機材の適正な管理の徹底 
 8．車両系建設機械の主たる用途以外の使用の制限の徹底 
 9．トンネル工事における軌道装置等の使用時の安全確保、可燃性ガス、火気の管理及

び救護技術管理の徹底 
 10．掘削工事等の粉じん作業における換気及び呼吸用保護具の使用の徹底 
 11．圧気工事、下水道工事等の酸素欠乏危険作業における酸素及び硫化水素濃度の測定、

換気及び特別教育の徹底 
 12．潜函工事における圧気工法に係る設備の整備の徹底 
 13．換気が不十分な場所における内燃機関の使用禁止の徹底 
 14．低振動エ具の使用及び防音保護具の使用の徹底 
 15．移動性の高い労働者に対する安全衛生教育及び健康診断の実施の促進 

 
 ＜建築工事（木造家屋建築工事を除く。）＞ 

1．足場の設置による安全な作業床の確保 
2．足場、型わく支保工等の仮設設備の強度及び適正な構造要件の確保 
3．仮設橋造物、建築物等の組み立て等の作業の安全確保 
4．経年仮設機材の適正な管理の徹底 
5．ウレタンフォーム等を使用する断熱工事における火気管理の徹底 
6．建築物の新築及び解体、改修工事における石綿等の取扱い作業の労働衛生作業マニ

ュアルの作成 
7．コンクリートのはつり作業、通風が不十分な場所での塗装作業等における換気及び

呼吸用保護具の使用の徹底 
8．低振動工具の使用及び防音保護具の使用の徹底 

 
＜木造家屋建築工事業＞ 
1．木造建築物の組立て等作業主任者による作業の直接指揮の徹底 



2．足場の設置による安全な作業床の確保 
 3．作業床の設置が困発な場所における安全帯の使用、防網の設置の徹底 
 4．木材加工用機械の使用時の安全の確保 

5．木造家屋建築工事安全施工指針及び木造家屋解体工事安全施工指針に基づく安全作業

の励行 
6．保護帽の着用の徹底 
7．事業者に対する安全衛生教育の徹底 
8．建築物の新築及び解体、改修作業における石綿等の取扱い作業の労働衛生作業マニ

ュアルの作成 
9．白あり駆除剤による健康障害の予防 
10．専門工事業団体の自主的安全衛生活動の促進 

 
＜設備工事＞ 
1．足場の設置による安全な作業床の確保 
2．はしご、脚立等の安全な使用の徹底 

 3．電気工事における停電作業、括線作業の安全化の推進 
 4．保温、保冷工事における石綿等の取扱い作業の労働衛生作業マニュアルの作成 
 5．アーク溶接作業、配管等の塗装作業における換気及び呼吸用保護具の使用の徹底 
 6．下水道工事等の酸素欠乏危険作業における酸素及び硫化水素濃度の測定、換気及び

特別教育の徹底 
7．低振動工具の使用及び防音保護具の使用の徹底 

 
◎採石業及び砂、砂利、玉石採取業 
 1．作業計画に基づく安全作業の実施 
 2．作業箇所の点検の励行と崩壊等による危険防止措置の徹底 
 3．車両系建設機械、荷役運搬機械、採石機械、設備の点検整備の励行 
 4．発破作業時の安全確保の徹底 
 5．高所作業における足場の設置、安全帯の使用の徹底 
 6．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 7．掘削作業等の粉じん作業における呼吸用保護具の使用の徹底 
 8．低振動工具の使用及び防音保護具の使用の徹底 

 
◎食料品製造業 
 1．食品加工用機械、包装用機械の安全化の促進及び使用時の安全確保 
 2．食品加工用手工具を取り扱う作業、荷の運搬作業の安全作業マニュアルの作成 
 3．雇入れ時等における安全衛生教育の徹底 



 
◎木材・木製品製造業及び家具・装備品製造業（金属製及び漆器製を除く。） 
 1．木材加工用機械の安全化の促進及び点検整備の励行 
 2．木材等の運搬作業の安全作業マニュアルの作成 
 3．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 4．工場団地等において共同して行う安全衛生活動の促進 
 5．塗装、接着作業等における局所排気装置等の設置の徹底 

 
◎化学工業 
 1．化学プラント等の設計、計画段階における事前評価の徹底 
 2．化学設備の保守管理の徹底 
 3．親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底 
 4．化学設備の補修作業等における現場の責任体制の確立 
 5．異常事態発生時の緊急体制の確立 
 6．作業主任者、定期自主検査者等に対する安全衛生教育の徹底 
 7．塔槽類内部等の酸素欠乏危険作業における酸素濃度の測定、換気及び特別教育の徹

底 
 8．製造、取扱い化学物質の危険有害性の把握と対策の確立 
 9．化学物質の有害性調査の適正な実施 

 
◎窯業・土石製品製造業 
 1．加圧機械の送給の自動化、安全装置の点検整備の励行及び使用時の安全確保 
 2．荷役運搬機械の適正な管理の徹底 
 3．重量物等の運搬作業方法の改善及び安全作業マニュアルの作成 
 4．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 5．工場団地等において共同して行う安全衛生活動の促進 
 6．原料の混合等の粉じん作業における呼吸用保護具の使用の徹底 
 7．石綿を含む建材等の製造工程における石綿等の取扱い作業の労働衛生作業マニュア

ルの作成 
 8．低振動工具の使用及び遮音の措置の徹底 
 9．ファインセラミックスの原材料の取扱い作業の労働衛生作業マニュアルの作成 

 
◎鉄鋼業及び非鉄金属製品製造業 
 1．親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底 
 2．クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正使用の確保 
 3．高熱物の取扱い設備の適正な管理の徹底 



 4．重量物等の運搬作業方法の改善及び安全作業マニュアルの作成 
 5．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 6．ばり取り作業等の粉じん作業における局所排気装置の設置又は呼吸用保護具の使用

の徹底 
 7．ばり取り作業などおける低振動工具の使用及び防音保護具の使用の徹底 
 8．塗装作業等における換気及び呼吸用保護具の使用の励行 
 9．鉛再生作業の労働衛生作業マニュアルの作成 

 
◎金属製品製造業、一般機械器具裳遺業及び電気機械器具製造業 
 1．親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底 
 2．機械設備の設計段階における事前評価の実施 
 3．産業用ロボット等の自動機械の安全化の促進及び非定常時における適正な作業方法

の徹底 
 4．プレス、工作機械等の安全化の促進、安全装置の適正使用の徹底 
 5．クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正使用の確保 
 6．荷役運搬機械を用いる作業の適正化の徹底 
 7．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 8．アーク溶接作業等における換気及び呼吸用保護具の使用の徹底 
 9．メッキ工程等における局所排気装置の設置の徹底 
 10．塗装、洗浄作業における局所排気装置の設置又は設備の密閉化の徹底 
 11．はんだ付け工程における局所排気装置の設置の促進 
 12．半導体製造工程における化学物質に関する取扱い指針の周知徹底 
 13．ばり取り作業等の粉じん作業における局所排気装置の設置又は呼吸用保護具の使用

の徹底 
 14．ばり取り作業等における低振動工具の使用及び防音保護具の使用の徹底 
 15．レーザー機器を取り扱う業務におけるレーザー光路のしゃへい及び保護眼鏡の使用

の徹底 
 16．工場団地等において共同して行う安全衛生活動の促進 

 
◎船舶製造業 
 1．親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底 
 2．足場の設置による安全な作業床の確保 
 3．クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正使用の確保 
 4．船舶の解体、修理時における作業間の連絡調整、残存する危険物等の除去、溶接、

溶断作業時等の火気管理、消火、警報設備の整備の徹底 
 5．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 



 6．アーク溶接作業、ガス溶断作業における換気及び呼吸用保護具の使用の徹底 
 7．船舶の解体・修理時における石綿による障害の予防 
 8．塗装作業等における換気及び呼吸用保護具の使用の徹底 
 9．相当期間密閉されていた船倉内作業等の酸素欠乏危険作業における酸素濃度の測定、

換気及び特別教育の徹底 
 10．非破壊検査におけるしゃへいの措置の徹底 
 11．低振動工具の使用及び防音保護具の使用の徹底 

 
◎自動車・同附属品製造業 
 1．親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底 
 2．産業用ロボット等の自動機械の安全化の促進及び非定常時における適正な作業方法

の徹底 
 3．プレス機械の安全化の促進、安全装置の適正な使用の徹底 
 4．荷役運搬機械を用いる作業の適正化の徹底 
 5．クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正使用の確保 
 6．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 7．石綿を含むブレーキシュー等の加工場所における局所排気装置の設置の徹底 
 8．塗装、洗浄作業に係る局所排気装置の設置又は設備の密閉化の徹底 
 9．低振動工具の使用及び遮音の措置の徹底 

 
◎陸上貨物運送事業 
 1．荷の積卸し場所での作業問の連絡調整の徹底 
 2．荷役運搬機械の点検整備の励行 
 3．貨物の積卸し作業、はい作業等の安全作業マニュアルの整備 
 4．免許取得者、作業主任者、作業指揮者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛

生教育の徹底 
 5．労働時間管理、健康管理の徹底による交通災害の防止 
 6．適正な作業方法の確立等による腰痛の予防 
 7．取扱い貨物の危険有害性の事前確認の励行 

 
◎港湾貨物運送事業 
 1．荷役作業現場における統括的な安全衛生管理の徹底 
 2．取扱い貨物の危険有害性の事前確認の励行 
 3．揚貸装置、車両系荷役運搬機械、移動式クレーン、車両系建設機械等の定期自主検

査及び点検整備の励行並びに適正使用の確保 
 4．港湾荷役作業の安全作業マニュアルの作成 



 5．港湾施設管理者等との連携の促進 
 6．免許取得者、作業主任者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 7．船倉内で鉱物等を取り扱う作業における呼吸用保護具の使用の徹底 
 8．相当期間密閉されていた船倉内作業等の酸素欠乏危険作業における酸素濃度の測定、

換気及び特別教育の徹底 
 9．適正な作業方法の確立等による腰痛の予防 

 
◎電気業（原子力発電所） 
 1．原子炉設置者を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底 
 2．元方事業者及び関係請負人による放射線作業管理計画の作成と放射線作業届の励行 
 3．機器及び作業の両面からの被ばく低減化対策の実施 
 4．管理区域に業務上立ち入る労働者に対する安全衛生教育の徹底 
 5．定期検査作業の労働衛生作業マニュアルの作成 

 
◎清掃業 
 1．安全衛生管理体制の確立 
 2．機械式ごみ収集車の安全化の促進、点検整備の励行 
 3．汚水槽内等の酸素欠乏危険作業における酸素及び硫化水素濃度の測定、換気及び特 

別教育の徹底 
 4．洗浄軸ら発生するガスによる中毒防止のための労働衛生作業マニュアルの作成 
 5．雇入れ時等における安全衛生教育の徹底 

 
◎ビルメンテナンス業 
 1．安全衛生管理体制の確立 
 2．窓ガラス、床面の清掃作業時の安全確保 
 3．ゴンドラの適正な組立て、据付けの確保及び点検整備の励行 
 4．事業協同組合等において共同して行う安全衛生活動の促進 
 5．洗浄剤から発生するガスによる中毒防止のための労働衛生作業マニュアルの作成 
 6．雇入れ時等における安全衛生教育の徹底 

 
◎卸売・小売業 
 1．安全衛生管理体制の確立 
 2．一般動力機械及び荷役運搬機械の点検整備の励行 
 3．荷の運搬作業方法の攻革 
 4．作業指揮者の適正な配置及び有資格者等に対する安全衛生教育の徹底 
 5．安全作業マニュアルの作成 



 6．自動車、モーターバイクによる交通災害の防止 
 7．雇入れ時等における安全衛生教育の徹底 
 8．適正な作業方法の確立等による腰痛の予防 


